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△ 債権放棄の通知

Q:取引先のA社は、債務超過の状態が継
続し、かつ、A社の業績及び資産状況等から

みて、5百万円の売掛金は回収が全く見込ま

れない状況です。

そこで、A社に対して売掛金の債務免除を

行い、貸倒損失として計上することを考えて

いるのですが、この場合、必ず内容証明郵便

で通知しなければならないのでしょうか
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必ずしも内容証明郵便による必要はあ

りません。

【解説】

法人の有する貸付金、売掛金その他の債権

(貸金等）について、債務者の債務超過の状

態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受

けることができないと認められる場合におい

て、その債務者に対して書面により明らかに

された債務免除額については、その事実が発

生した日の属する事業年度において貸倒損失

として損金に算入することとされています。

この場合、必ずしも当事者間の協議により

締結された契約による必要はなく、債権者か

ら債務者に対して書面により債務免除の事実

を明らかにしていれば足ります｡

したがって、書面についても、必ずしも公

正証書、内容証明郵便等の公証力のあるもの

といった要件はありません。特定の債務のい

くらの金額について免除があったかを明示し

た書面であれば足りますが、税務調査等にお

けるトラブルを回避する意味で、内容証明郵

便によって債務免除を行う方が望ましいと思

われます。


